
56. 安曇小学校保管の
道標「石敢当」について

わが安曇川町に勿いても県下の他の市町村と同械に、

今もなお石造遊擦があちこちに残っているが、そのな

かでも「石敢当」という陰刻のはいった江戸時代末期

のめずらしい滋標が高島郡安重量川町田中・安曇小学校

の運動場と校合とにはさまれた、玄関前の芝生の真中

ほどに建てられていることを知る人は案外すくない。

いうまでもなく道擦であるから、もともとそこにあっ

たとは考え離しいつの頃か道路の片隅にあったのを

何かの砂憐で移動を余儀無くさせられたのであろう。

しかも巡襟は三つに折れており、その破簡の角が幾分

欠けているので、我夜のごとく復原されるまでには相

当長〈折れたままの状態で放置2されていたことが惣像

できる。

それでは、この「石救当」という刻字のある道線が

もとはどこに建てられていて、どのような意味をもっ

ていたのか、またどういう事情で、いつ頃取り払われ

たかについては、今もってはっきりとはわからない.

ただ、腕、磁器の交差点の南西かどの旧安曇巡査段

在所跡を利用して巡られた花壇内に怒っている石造道

機(r省北国街道I左朽木道」第 4図)が、もとはそこか

ら北へ 700mほど離れた孟巻嶺の交遂点に巡っていた

のであるが、昭和の初め頃の県道拡帽工事の際に取り

除かれたという事情があって、こうした点から推定す

ると、ょの「石敢当」の送機もあるいはそれによく似

た理由で動かされたのてfはないかと思われるのである。

というのは、南市在住の安原領殺さん(明治30年生れ)

の記憶によると、石敷当のもとあったという場所が、

南市交号室ゑ:の真中やや西:g;.1)にt立訟しており、道路の

中央付近にあたるからである。

いったい、審問に流布している文化財に対する窓裂

性の裂解iま、それ自身のもつ希少性に非常に大きなウ

ェイトを占める傾向が顕箸に段、められるが、今では会

〈機能をなくしたいわば路傍の石が滋賀県においては

唯ーのお敢当ということになると、これもまた文化財

の名に値する箆聖書なもののーっとして数えてもよいで

あろう。

とにかく、ここにこの一文を諒するのは江戸時代末

第 l図 石費支当付近地図 (x印)

J切の比較的新しい|時刻iに属する石造道線とはいえ、こ

れまでたどってきた経過を正般に知っておかなければ、

縫につつまれたただの逃物に過ぎなくなってしまうと

憂うからである.

2 
きて、この道標は花関岩製で高さl.09m、格18仰を

ばかり、頂部はややliiIlfLな悶角錐を形成している。正

面に「石救当」、右側商に「すぐ北臨海道J、左側面に

「すぐ京大海道」、夜簡に少し小さい字で「天保13~壬

lI{春正月安原氏建」と陰刻されている。なお、 r壬」の

次の!f:が切断している部分にかかりやIJg売に苦しむが、

年号と照会して rlむという干支に該当できる。した

がってこの道燃は、天保13(1842)年の選手正月に安原

氏によって建てられたことがわかるのである。

ところで、石数当は『せきかんとう」と読むが、俗

に「いしがんとう」とも読んで必り、おもに沖縄や宮

古島、八重山群島方面を中心に、道路の突きあたりや

村の辻々に建てられている右造物のことである。これ

を村のあちこちに建てておくと慈魔が村に侵入してこ

ないという古くかちのいわゆる魔除け信仰の一つであ

った。そうして、このような石敢当に対する信仰は今



な必受け継がれていて、税が昨年jJfl締市や石垣正ljに行 異例にifi:かったのであリ、ましてや地名 ・街道名など

った折に、実に新し t 、石敢当がl~~誌の軒下にあったの を2浮き入れるのはまずもって有り仰なかったといえよ

を見たよとがある。それらは右敢当という字が書かれ う。

ているのみで、維が処てたとむ記されていないし、ま

たi草標としての役靭lをもつらのでもなかった 3 つまり

石敢当は、 今L管と 同様にIla除けとして彼らの生活の

中1こ、生き続けているのである。

石敢当に対する関心、i主、恐らく illJ織を訪れた旅人に

は少なからずいだかせられたと忠われ、ヰ1・名な民俗学

者・柳町国y:jもそのひと qであった。彼は大正 9(1920) 

王手の米から漣年の 2月にかけて九州、 沖縄ni耐の旅行

を行い、その折々の紀行は '1毎筒小記J としてまとめ

られ、その中の「はかりおJ という項目において石敢

当を論及している。それによると、柳聞は右敢当が東

京や九州地方にも数多〈見られることから、「どこの~

似とも言いにくい」と言いながらむ、とにかく r日本

一円の近世の流行であった」と推断する。しかしなが

ら、ここで柳聞のいう近世・とは今日のw.史学ょの江戸

時代そのものをきすのではなかった.

それでは、いったいいつ頃石激当が本土の九州地方

移に主主てられるようになったのであろうか これを解

明するためには二つの点からきわめて雌しい階段が徽

たわっていると考える。その一つは、 .[j敢当には製作

年次が記されていないよとで、あくまで併仰の対象で

あるが放にそのような記入は何ら必望書ではなか勺たの

である。したがって、安袋小学校の石激当のごときは

第 2図 石貫主当(.iE菌)

もう一つは、訟の'l1ì:~において;rí敢当を祥しく記述

した史料がやはリ乏しいことにあるが、なかでも江戸

後JlJJの克政7(1795)年に刊行せられた備南波ーの r西遊

記』がもっとも古い時期の文献に属すると忽われる.

その r;百fe{当Jの口d氏にl;t、
1.J:~・ 暗む法王

磁州鹿児jみ;峻下町々 のn当、或l:lit、街などには、

必ず災尚さに 4尺iトリなる若品ーあり、 ".[j~k当という
文字を齢什けた 1).rいかなるゆえぞ」と所の人に問

うに、「普より童文し米たれる 'J{.にて、いかなるゆえと

いう‘JI.を知らず」という。 ・

とあって、わずか数行の記述にもかかわらず非1n.にill
裂な事実をζ の文滑から品い出すことカ・できる。すな

わち、備が宍明 3 (1783)年に腐児泌を訪れた11寺1二、

その土地の恐らくは古老と思われる人に向かつてお敢

当について質問をしたが、その人は普からあったらの

でこれがどういう意味の石造物かは全然知らなかった、

という内容の点である。つまり右敢当が本来の意味の

腿除けのー純であったことを匁1らないというわけであ

る。これによって、犯児ぬにおけるお敢当が沖縄地方

から伝嬬Lたのは天明3年よりは相当以前のことで、

隔が質問した人の知設の内に存ti:しないのであるから、

少〈とら 1 00年は阪にたっていると言わ j;l l;r~:らな b 、

そうすると、よニで浮かびとがうてくるのが自民是14

第3図石敢当 (裏面)
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(1609)年の首長摩滞tJ，泌氏による琉球王問の支配とい

う緩史的本件であろう。これ以後、J1.i.球{ま外見上独立

王国としての体面を保ちつつも釣鐘体制の中に組み入

れられ、これを契機に庇児Jみと統球との往来は間断な

く行われた。そうしてその結果、務時へ渡った者のrt

に右放さ訪を見て随分とめずらしがり、鹿児lみに帰って

それを侠倣し建てたのが、本ニヒに伝織する最初であっ

たと思う.

3 
僚は変わるが、安曇川公民館が発行した『安鈴川町

営ぱなしJt(H JI~ (昭和52年)と L寸小冊子にも有数

当のことが触れられているので、それを次に紹介しょ

ヲ。

安袋小学校保管の布敢当li、先述の南市花住の安原

領泌さんの先禍が九州旅行でこれを弘、帰ってから布

工に作らせたのだろうというのであるが、はたしてそ

のようであるかは若干の疑問がないわけではない。し

かしながら 、 もとは安l京領磯さんが石敢当を所有して

いて、明治の終わり峨め際問知j1i:校長の時代に安袋小

学校に寄付せられたことに附しては何ら問題はない。

ただこの点について b、すでに布敢当が折れていたの

でそのうちの l倒をit(lt物不に利閉されていたという

ほどに、それの仰i他がわからなかったので、民(ID校長

の要務により寄付せられたというニとを容易に知り得

る。

安販さんは、江戸時代においては代々五助、五良助

と名のり、ちょうど市計iの凶ッitの角に住婦があった

ことから、角践の五助と lfif'!まれていたという。そうし

て安依姓をt.のるのはどうも明治になってからで、石

敢当には「安原氏建」と陰刻しているのでこの点をど

のように理解すべきであろう。安~、さんが石数当の主主

っていたという場所が潟市の四ッ.iJ:βlの元Jll住所の前

であヮたことはがIにも述ぺたが、この駐在所のI燥地は

もともと安師、さんのよ}也で、明治23(1890)年にl羽田;布

所を新設するにあたって土地を総供もしくは民収され

たとの由である.

したがって、安曇小学校の石数当が潟市の四ツjj二角

の安原さんの敷地に後した道路ぎわに辿って いたのは

M4図 花筒岩の道標(右北国街道、左朽木造)

はは問j盆いない'肝炎ということになる。

江戸H時寺代における「安B野F、氏」 といえlぱ玄どうもR絡務F所斤1務務
の代，白

イ伐Eの行政区踊にあたる大王字子回rサl十1の大部分を叙I地由とし、

安w似、鎖蔵さんの術限隣lりに接して主単設F敷激を総えていた。石

敢当を主主てた r安源氏」とは、代官の安原俗兵術のこ

とでい彼が r商i笠記』等の必物をあtんではあちこち旅行

を行い、その時に!庇児I:，~などで石ñlr当を実見するに』え

んで、それを自分の路般の前に恐てずにすぐそばの悶

ツil:角に逃保としての役者IJをも併用して主1!てて、 i立tl:

〈人々の熊本安全を願ったのではなかっただろうか.

石耳文翁がいつ折れたかはわからぬが、 J災するに滋住

所の設li~ないしは道路の拡闘が大きな派閥となってjJ)1J

かさ札、いつの間にか主主てたtriの記憶が忘れ去られて、

r菅ぱなし』のような'J~n"f"になうてしまったらのと忽

わiLる. (中江彬)
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5幻7.穴太遺跡跡、発掘調査抄報 !倹州食如制州;バ巾tIさ iれLた川(は芯山1υ).

~1 次の泌氏:(阜、 附 γ?谷宇引l川川i川|のl凶1，J状地め}市布部を舟刈I写匁u地1也包
滋Z釘I県教T行f委只会 .日似.j'問法人;滋銭f代t県文化R財ヰオ令保t必.峰盛協会 として行勺たが、 今mの調t炎足対草後注J且刈地1日也i包!1は孟ム、 そiれLより」北t来

{は孟、 図;道並釦16臼i号号r'パマイパス (i!凶H大iは|仕!"パ〈イパス)挫設{にこ斗l'司

大i冷柱削司市jJ.以反ノ本ド穴太m町Iに所{白己する穴~遺跡の第 2 次試揃議M 1:が~ 450 rnの事1Hffi内の 4地区(聞から D-G地区)で

伐を目白初54Jj~ 6月よリ災地し、翌日年3月終了の予定 ある。

で現在総統rllである.昭和51J手10l'Jから守翌年 3月iよか -$illi)Jの DJ也区で1:、弥生時代の戦穴住}計跡 1~~、

Itて実施された第 1;).:試fltl減資では， nfllUtlJの瓦祭や、 弥生時代から4奈良時代にかけての鴻4粂.ピ'1 ~， 1: 
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1/50000 
m守.¥!."ftI'jq，IJ，/.Y.r'io， t町二1;(ん

|穴太iI跡 2穴太下大門遺跡 3滋賀皐遺跡8地点

4穴太軍事績墳 5滋賀箆僻集積 XEp..・本側査地

Jftなどが多数検出された.ま 1.:.縄文時代時期から平安

時代にわたる多重立のift物も出土している.

このうら波風縄色砂貧土層から111.:1:した熔製石刀に
ついてた乎触れておこう.行"はいわゆる緑泥片岩と

曾わtるもので、その名の泌リ波紋色を呈する.両穏

ともに欠微し残存長12.9明、輔2.5-2.7佃.厚さ 2.0

-2.2cmを川る.1.Jll'全面にでいねいな1.'1与がかけられ

ている. 五J$I:胸泊iから研 ~'UI さ Il l{[線的ではあるが、

鋭さに欠 It実用の府'1 2告とは勾ーえられな~¥ 1'f部は僅か

ではあるが内勾し、最深商事がむT-}jに片'AfったU等:

惨めi_が創怠れている.断i耐 I~#i円~.t.を虫する.この

艇イi7Jが出土した決然偽色砂町土婦からは、縄文時

代晩期の謙作(販商事で〈ぴIl，外似して口織に歪リ、

口喰外i偏と n融政下の突~'f， 1ニ ~11みが加えられる滋賀塁

w-v型式の様J~・ } がtlU'. し、さらに、 i鑑賞 ，lJ1 ift~事出
.1.のイi刀Jfi(内 l.... f.I立問機に'I'f織にi_がおlまれている)

bはとんどH免剣lの所殺とされている(Ol2)ことから、

今Inlのが141tでt111二した I~製イi刀もこの~JØIに比定でき

ょう.

次にεI也氏では、 m3条、 1:!Jl: 5仔IJ、多数のピ・yト

などが検出された.t俸は古式上側協を包含するf.i11t時

代前期の Lの、 .tjtn時代後期の掛など多祉の須恵器を

1tむ Lのと、弥生時代から平安時代にかけての土箆を

包含するものの 3条である.よれらの鴻11、いずれL

絹I.O-1.5m、4之さ0.4-0.5mを測リ、IlU'平行に西

から東へ等高線と的交するようにillる.:Ua:I!、うち

モ3 例がいずれもはとんどよ~:;;を tt まず時期li不明であ

るが、炭化物のtl' にクル E カ(~例1I~イじするという状況

を3する 食べがらと共に炭化物が伶てられたで事の人

ぬ的主・ニとによる Lのか、またはn然に流れ込んだ L

のか、その判断u波乱争点ではっきかねる.

F. GJ也[i(I1、各トレンチと L官tt碕1)を終え、遺構

倹l“め段階に入，ている Lのの、まだ遺情11確認され

2
ph
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穴太遺跡D勉区出土層厳石刀

ていない.今一俊樹り下げ.ilt栂の{j集合峨総したい.

以上がir1械の:(?イ1:の 1~J191した0・E地区を中心とす

る側伐の概裂である.

きて、本側1fJ也のすぐ ~j~には、~~の.. y，院穴太廃

寺の一部ではないかと.IJ'えられるピ γ ト列が検出され

た穴太下大門遺跡(位3)と、前述した白瓜時代の瓦

覇軍があリ、ともに白鳳時代の瓦が多数出土している.

今次の賦-11閉会ーでは、iI織の布熊の権Uとともに、それ

に係わるiftm. ;1物のイi焦が一つの大きなポイントに

なっていた.しかし、現時点ではli.l:t一点島 市土して

必らず、また、礎石や一辺 1mをltえるピット司H 倹

出されていない.~It継続中であるため、機測のh直を

脱し得る bのではないが、ニItli~j側伐医~が火klf~

ミ干の~員長外にあたるということの傍証であろうか

一方、今酬の8IIHtでは、瓦の出:l二はみられなかった

らのの、調H 次以制調造時には検出しf'なかった縄文

時代目色刷の必物bヘ比絞的安定したt也層からtl1:Lして

必リ、!島市跡の存.(llも期待できる.この時期の遺跡と

しては、l1:Ii主の滋賀.'[¥jl'専が当AlfJ也のl釘万約2k.の

位置にあリ、向((のつながりも 7ロ-7:""/プされて

こよう.また、占J(\時代のj立械も、自n 次調伐に~I~

総き、今次め制ftでもかな 1)の1ζがゆをおせておリ、

i!.9 JJ比古XIJJ fIilの紗しい数の内燃と l制泌する UHiI~療の存
可EがJEえられる.

以上のよ守に、今位!の明~2 次氏側凋.作で11 ，縄文時

代以降の生活のfO専を翼民い知ることができた.また、

本調査』也は、 rli.式』にみられる穴太の駅家と b密織

に関連する地~であリ、.1必の問也市と併せて、今後

の間企に期待したい. (山口政:ぷ}

位 1 f主".i!O. ~ff*倒「滋賀集大i1'，ti火太必勝の

瓦再構勝J (r巧古学維誌;Jm制~~l 号 1978~) 

外!呼jW r ，ø:l1f妙級-íi:太i酬の~Uli側f←J
(r滋II文化財だよリ J No. 1 1977年}

2主2 悶jU昭三制(r湖西線関係1J'Utoa W1!f J 滋賀県

敏1'r:~員会 1975~) 

註 3 位脱出r7他『穴k..下大門必勝 (r大ill，ti文化

財調ltfll作目的}J 大illr有.f1l'f~)'(会 19751ド}
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